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１．事例の概要 

初産婦。妊娠４０週１日、妊産婦は陣痛を自覚し入院となった。妊娠４０

週２日、妊産婦の強い努責感が出現した後、胎児に基線６０～７０拍／分の

徐脈が出現した。医師は内診で、回旋異常、腟管が攣縮して狭く児頭高位と

判断し、「手コルポ」および「圧迫」して回旋を図った（診療録の記載による）。

しかし、胎児は回復を認めない徐脈であった。クリステレル胎児圧出法を併

用した吸引分娩２回により児を娩出した。児娩出時の大泉門は２時方向であ

った。頸部に１回の臍帯巻絡があった。羊水はほとんどなく、胎便の排泄が

あったが、羊水混濁はなかった。 

  児の在胎週数は４０週２日、体重は２８９２ｇであった。アプガースコア

は、生後１分１点（心拍１点）、５分５点（心拍２点、呼吸１点、皮膚色２点）

であった。蘇生処置として、口腔内吸引、酸素投与５Ｌ／分のバッグ・マス

クによる人工呼吸、胸骨圧迫が行われ、生後１５分に経皮的動脈血酸素飽和

度９６％となった。その後、近隣のＮＩＣＵを有する医療機関へ搬送となっ

た。 

ＮＩＣＵ入院時（生後１１０分）の血液ガス分析値（動脈血）は、ｐＨ７．

３０６、ＰＣＯ２２７．２ｍｍＨｇ、ＰＯ２１１７．２ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１

３．３ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１１．３ｍｍｏｌ／Ｌであった。気管挿管が行
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われ人工呼吸器管理となり、脳低温療法が開始された。頭部超音波断層法で

は、脳室の狭小化が認められたが、出血、ＰＶＥ、ＰＶＬは認められなかっ

た。生後１４日、頭部ＭＲＩには基底核、視床に異常信号を認め、脳幹部に

異常所見がみられた。生後１９日、脳波には両側の前頭部にｓｐｉｋｅが認

められた。生後２３日、退院時の最終診断は低酸素性虚血性脳症であった。 

本事例は、診療所における事例であり、産婦人科専門医１名（経験３２年）、

小児科医（経験３５年）と、助産師４名（経験１２～２６年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、分娩までの５０分間続いた胎児低

酸素・酸血症状態により、低酸素性虚血性脳症を発症したことであると考え

る。胎児低酸素・酸血症状態の原因は、臍帯圧迫の可能性があると考える。

また、破水後羊水がほとんどなくなっていたことが、臍帯圧迫を助長させ、

胎児低酸素・酸血症状態を悪化させたことに関与した可能性があると考える。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠経過における一連の対応は一般的である。 

妊産婦からの電話、および分娩室へ入室させるまでの分娩に係る助産師の

一連の対応は一般的である。オンコール医師が、助産師からの胎児心拍数低

下の報告から到着までに１５分間を要したことは一般的でない。「手コルポ」

により胎児心拍の回復が認められなかったにもかかわらず、その時点で急速

遂娩を行わなかったことは一般的でない。出生後直ちに蘇生処置を開始した

こと、その後ＮＩＣＵへ搬送を依頼したことは一般的である。 
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４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）診療録の記載、用語の使い方について 

「手コルポ」という用語は一般に使用されておらず、定義もない。診

療録の記載は一般に理解可能な周知された用語を用いることが望まれる。

また、子宮口全開大時の開大以外の内診所見、吸引分娩開始時の内診所

見の記載がなかった。さらに、新生児蘇生処置に関する時系列詳細経過

が明瞭でない箇所があった。今後は診療行為等に関し適切に記載するこ

とが望まれる。 

（２）急速遂娩の検討について 

本事例において、胎児の徐脈出現から急速遂娩開始まで約３３分間を要

し、その間医師は「手コルポ」、「圧迫」を行ったが、胎児は徐脈が持続

していた。胎児の徐脈が持続している場合、何分間持続したら急速遂娩

の準備をするのか、実施をするのかについて、「産婦人科診療ガイドライ

ン‐産科編２０１１」に則り、施設内の基準策定を検討することが望ま

れる。 

（３）臍帯動脈血液ガス分析について 

本事例において、臍帯動脈血液ガス分析は、臍帯血管の虚脱があったた

め採血できず行われなかった。臍帯動脈血採血が不可能である場合は、

臍帯静脈を用いて血液ガス分析を行うことが望まれる。 

（４）説明方法について 

家族からみた経過では、「トイレで大量出血した際、妊産婦が異常を訴

えたにもかかわらず、助産師が詳しい説明もなくその場から離れてしま

った」とされている。それが事実であれば、今後は妊産婦との意思疎通

を十分に図るよう対応することが望まれる。 
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（５）妊娠中のトラネキサム酸使用について 

妊娠中にトラネキサム酸が使用されたが、トラネキサム酸は血栓塞栓

症の危険因子である。よって、妊娠中の使用については推奨されておら

ず、安全性の高い薬剤の使用を検討することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

（１）緊急時の診療体制について 

既に当該分娩機関がカンファレンスおよびシステム改善事項で挙げて

いるが、緊急時の医師到着までの時間が短縮できるよう、連絡体制、医

師の待機体制等について、周知、徹底することが望まれる。 

 （２）新生児蘇生法について 

    本事例では、生後１分の心拍は８０～９０回／分であったが、生後１

分から５分まで胸骨圧迫が行われた。職種にかかわらず分娩に立ち会う

全ての医療者（医師、助産師、看護師）は日本周産期・新生児医学会の

推奨する新生児蘇生法に準じて実施することが勧められる。 

（３）新生児搬送について 

本事例においては、当該分娩機関の助産師が救急車に同乗し、児を搬

送したとされている。小児科医がいる場合は、小児科医が救急車に同乗

することが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

本事例の胎児心拍数陣痛図において、「産婦人科診療ガイドライン‐産

科編２０１１」の波形分類にあてはまらない非典型的な基線細変動が認

められた。今後はそのような波形を集積し、判読分類等の研究をするこ
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とが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


